
JP 5717229 B2 2015.5.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材面に水性エポキシ樹脂ジンクリッチペイントを塗装し、そしてさらに形成されるエ
ポキシ樹脂ジンクリッチペイント塗膜上に水性エポキシ下塗り塗料を塗り重ね、そしてさ
らに形成されるエポキシ樹脂下塗り塗膜面に水性ポリウレタン樹脂塗料を塗り重ねること
を含んでなるオール水性塗装システムとする防食塗装方法において、
　該水性エポキシ樹脂ジンクリッチペイントが、（I）エポキシ樹脂エマルジョンを含む
主剤と、（II）亜鉛末およびタルクを含む顔料分と、（III）アミン硬化剤の組み合わせ
からなり、
　それらを使用直前に混合して塗装する２液１粉型の水性エポキシ樹脂ジンクリッチペイ
ントであって、
　該亜鉛末の含有量が、該ペイント中に含まれるエポキシ樹脂エマルジョンとアミン硬化
剤（III）の固形分合計量１００質量部あたり４００～１５００質量部の範囲内にあり、
　該顔料分中の亜鉛末およびタルクが、亜鉛末／タルクの質量比で９５／５～８５／１５
の範囲内にあり、そしてアミン硬化剤（III）が、その成分の一部として環状構造を有す
るポリアミンを含んでなることを特徴とする防食塗装方法。
【請求項２】
　エポキシ樹脂エマルジョンが、分子中に少なくとも２個のエポキシ基を有するエポキシ
樹脂（i）をポリオキシアルキレンに由来する乳化成分の存在下で水性媒体中に乳化分散
してなるものである請求項１に記載の防食塗装方法。
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【請求項３】
　ポリオキシアルキレンに由来する乳化成分が、エポキシ樹脂（ｉ）をアニオン性または
ノニオン性のポリオキシアルキレン化合物で変性したポリオキシアルキレン変性エポキシ
樹脂である請求項２に記載の防食塗装方法。
【請求項４】
　環状構造を有するポリアミンが、ポリオキシアルキレン変性エポキシ樹脂を用いてポリ
オキシアルキレン変性したものである請求項１～３のいずれか1項に記載の防食塗装方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水性エポキシ樹脂ジンクリッチペイントを用いて、常温乾燥または強制乾燥
のいずれの条件下でも防食性および硬化性に優れた塗膜を形成することができる防食塗装
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　亜鉛の鉄に対する防食効果は古くからよく知られており、亜鉛末を高濃度で含有するジ
ンクリッチペイントが鋼材の防食塗料として広く使用されている。
【０００３】
　従来から使用されているジンクリッチペイントは、ビヒクルとして使用される基体樹脂
の種類により、有機系ジンクリッチペイントと無機系ジンクリッチペイントに大別される
。前者の有機系ジンクリッチペイントにおいてはビヒクルとして主にエポキシ樹脂とアミ
ン硬化剤が使用され、また、後者無機系ジンクリッチペイントにおいてはアルキルシリケ
ート樹脂が使用され、いずれも有機溶剤が必須成分として使用されている。
【０００４】
　一般に、有機系ジンクリッチペイントは、無機系ジンクリッチペイントと比較して、防
食性は幾分か不足するものの塗装作業性が良好であり、上塗り適用性に優れていることか
ら、橋梁、船舶、プラント等の鋼材の防食用途に使用されており、品質面では市場ニーズ
を十分満足している。
【０００５】
　近年、環境問題による規制が厳しくなったことに伴い、塗料分野においても、有機溶剤
の使用が強く制限されるようになり、有機溶剤をほとんど含まないジンクリッチペイント
の開発が要望されている。
【０００６】
　しかしながら、亜鉛は水と反応しやすい性質を有するため、亜鉛と水を含む組成物を長
期間安定に保つことは困難である。
【０００７】
　上記要望に対し、例えば、特許文献１には、亜鉛末、エポキシ樹脂または水酸基含有樹
脂のリン酸エステルおよびバインダーを特定割合で含む亜鉛末含有水系組成物が開示され
ている。該組成物は貯蔵安定性が良好であり、防食性に優れた塗膜を形成することができ
るが、常温乾燥の条件で形成された塗膜は硬化性および防食性が不十分であるという問題
がある。
【特許文献１】特開平１１－１２４５２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、水性のエポキシ樹脂ジンクリッチペイントを用い、常温乾燥および強
制乾燥いずれの条件下でも硬化性および防食性が共に優れた塗膜を形成することができる
防食塗装方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本発明者らは、上記の課題を解決すべく鋭意検討した結果、今回、エポキシ樹脂エマル
ジョンを含む主剤を、特定量の亜鉛末および特定のアミン硬化剤と組み合わせ、それらを
ジンクリッチペイントとして使用することによって、強制乾燥条件下のみならず常温乾燥
の条件下でも、硬化性が良好で防食性に優れた塗膜を形成することができることを見出し
、本発明を完成するに至った。
【００１０】
　かくして、本発明は、基材面に水性エポキシ樹脂ジンクリッチペイントを塗装し、そし
てさらに必要に応じて、形成されるエポキシ樹脂ジンクリッチペイント塗膜上に水性塗料
を塗り重ねることを含んでなる防食塗装方法において、該水性エポキシ樹脂ジンクリッチ
ペイントが、（I）エポキシ樹脂エマルジョンを含む主剤と、（II）亜鉛末を含む顔料分
と、（III）アミン硬化剤の組み合わせからなり、それらを使用直前に混合して塗装する
２液１粉型の水性エポキシ樹脂ジンクリッチペイントであって、該亜鉛末の含有量が、該
ペイント中に含まれるエポキシ樹脂エマルジョンとアミン硬化剤（III）の固形分合計量
１００質量部あたり４００～１５００質量部の範囲内にあり、そしてアミン硬化剤（III
）が、その成分の一部として環状構造を有するポリアミンを含んでなることを特徴とする
防食塗装方法を提供するものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の水性エポキシ樹脂ジンクリッチペイントを用いる防食塗装方法によれば、塗装
作業性が良好であり、しかも、強制乾燥条件下のみならず常温乾燥の条件でも硬化性およ
び防食性に優れた防食塗膜を形成することができるので、鋼材などの基材面の美観を長期
にわたって維持することができる。
【００１２】
　以下、本発明の水性エポキシ樹脂ジンクリッチペイントを用いる防食塗装方法について
さらに詳細に説明する。
【００１３】
　本発明の防食塗装方法が適用される基材面としては、防食を必要とするものであれば特
に制限されるものではなく、例えば、鋼構造物の構成部材となる鋼管、鋼管矢板、鋼矢板
、鋼板等の鋼材面が挙げられる。
【００１４】
　上記鋼材としては、例えば、オーステナイト系、フェライト系、マルテンサイト系など
のステンレス鋼板；チタンまたはチタン合金板；アルミニウム板；溶融亜鉛または亜鉛合
金めっき板等の耐食性鋼材；ＳＰＡ材、ＳＭＡ材等の耐候性鋼材などが包含される。
【００１５】
　本発明の方法で使用される水性エポキシ樹脂ジンクリッチペイント（以下、「本発明の
ペイント」ということがある）は、（I）エポキシ樹脂エマルジョンを含む主剤と、（II
）亜鉛末を含む顔料分と、（III）アミン硬化剤の組み合わせからなり、それらを使用直
前に混合して塗装する２液１粉型のペイントである。
【００１６】
主剤（I）：
　主剤（I）として使用されるエポキシ樹脂エマルジョンは、エポキシ樹脂（i）が水性媒
体中に乳化分散してなるものであり、アニオン性、ノニオン性またはカチオン性のいずれ
のタイプであってもよいが、塗料貯蔵安定性、形成塗膜の防食性、硬化性などの点から、
ノニオン性であることが好ましい。
【００１７】
　該エポキシ樹脂（i）は、１分子中に少なくとも２個のエポキシ基を有する樹脂であり
、形成塗膜の常温における仕上がり性、硬化性、防食性などの点から、通常、エポキシ当
量が１００～１０，０００、特に１５０～５，０００、さらに特に１６０～１，０００の
範囲内にあり、かつ数平均分子量が２００～２０，０００、特に３００～１０，０００、
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さらに特に３２０～２，０００の範囲内にあるものが好適である。
【００１８】
　エポキシ樹脂（i）としては、例えば、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノ
ールＦ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＡＤ型エポキシ樹脂等のビスフェノール型エポキ
シ樹脂；該ビスフェノール型エポキシ樹脂を二塩基酸等で変性したエポキシエステル樹脂
；脂環式エポキシ樹脂；ポリグリコール型エポキシ樹脂；エポキシ基含有アクリル樹脂等
が挙げられ、形成塗膜の防食性、付着性などの点から、なかでもビスフェノール型エポキ
シ樹脂、特にビスフェノールＡ型エポキシ樹脂が好適である。
【００１９】
　エポキシ樹脂エマルジョン（I）としては、塗料貯蔵安定性、形成塗膜の防食性、硬化
性などの点から、エポキシ樹脂（i）をポリオキシアルキレンに由来する乳化成分の存在
下に乳化分散したものが適している。
【００２０】
　上記ポリオキシアルキレンに由来する乳化成分としては、分子中にポリオキシアルキレ
ン単位を有する化合物が包含され、例えば、アニオン性ポリオキシアルキレン化合物、ノ
ニオン性ポリオキシアルキレン化合物などが挙げられる。
【００２１】
　アニオン性ポリオキシアルキレン化合物としては、例えば、ポリオキシエチレンアルキ
ルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸アンモニウム等の
ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩；ポリオキシエチレンアルキルフェ
ニルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸アンモ
ニウム等のポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸エステル塩；ポリオキシエ
チレン多環フェニルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレン多環フェニルエーテル
硫酸アンモニウム等のポリオキシエチレン多環フェニルエーテル硫酸エステル塩などが挙
げられ、これらはそれぞれ単独でもしくは２種以上組み合わせて使用することができる。
【００２２】
　一方、ノニオン性ポリオキシアルキレン化合物としては、例えば、ポリオキシエチレン
ラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレントリデ
シルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル等のポリオキシアルキレンアルキル
エーテル化合物；ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンノ
ニルフェニルエーテル等のポリオキシアルキレンアルキルフェニルエーテル化合物；ポリ
オキシエチレン多環フェニルエーテル等のポリオキシアルキレン多環フェニルエーテル化
合物；ポリオキシエチレンモノラウレート、ポリオキシエチレンモノステアレート、ポリ
オキシエチレンモノオレエート等のポリオキシアルキレンアルキルエステル化合物；ポリ
オキシエチレンアルキルアミン等のポリオキシアルキレンアルキルアミン化合物；ポリオ
キシエチレンソルビタンモノラウレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレート等
のソルビタン化合物、ポリオキシエチレングリコールなどが挙げられ、これらはそれぞれ
単独でもしくは２種以上組み合わせて使用することができる。
【００２３】
　また、上記ポリオキシアルキレンに由来する乳化成分としては、形成塗膜の防食性など
の点から、エポキシ樹脂（i）を上記アニオン性またはノニオン性のポリオキシアルキレ
ン化合物で変性したポリオキシアルキレン変性エポキシ樹脂であることが適している。
【００２４】
　上記ポリオキシアルキレン変性エポキシ樹脂は、分子中にポリオキシアルキレン単位と
エポキシ基を有する樹脂であり、例えば、数平均分子量が４００～２０，０００、特に６
００～１０，０００の範囲内のポリオキシエチレングリコール（ａ）と、水酸基とエポキ
シ基を有するエポキシ樹脂（ｂ）と、１分子中に活性水素を１個有する化合物（ｃ）と、
１分子中に２個以上イソシアネート基を有する化合物（ｄ）との反応により得られる変性
エポキシ樹脂が好適である。
【００２５】
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　水酸基とエポキシ基を有するエポキシ樹脂（ｂ）としては、ビスフェノールＡ型エポキ
シ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂等のビスフェノール型エポキシ樹脂が挙げられ
、特にビスフェノールＡ型エポキシ樹脂が適している。
【００２６】
　１分子中に活性水素を１個有する化合物（ｃ）は、上記変性エポキシ樹脂中のイソシア
ネート基のブロッキングのために使用されるものであり、例えば、メタノール、エタノー
ル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテ
ル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル等の１価アルコール；酢酸、プロピオン酸
等の１価カルボン酸；エチルメルカプタン等の１価チオール；ジエチルアミン等の第２級
アミン；ジエチレントリアミン、モノエタノールアミン等の１個の２級アミノ基またはヒ
ドロキシル基と少なくとも１個の第１級アミノ基を含有するアミン化合物の第１級アミノ
基をケトン、アルデヒドもしくはカルボン酸と例えば１００～２３０℃の温度で加熱反応
させることによりアルジミン、ケチミン、オキサゾリンもしくはイミダゾリンに変性した
化合物；メチルエチルケトキシムのようなオキシム；フェノール、ノニルフェノール等の
フェノール類等が挙げられる。
【００２７】
　これらの活性水素基含有化合物（ｃ）は、一般に３０～２，０００、好ましくは３０～
２００の範囲内の分子量を有することが望ましい。
【００２８】
　１分子中に少なくとも２個イソシアネート基を有する化合物（ｄ）としては、それ自体
既知の脂肪族系、脂環族系または芳香族系のポリイソシアネート化合物を使用することが
でき、例えば、ヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、水素添
加キシリレンジイソシアネート、水素添加４，４´―ジフェニルメタンジイソシアネート
、トリレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート等およびこれらのポリイソシ
アネート化合物のビウレット化物やイソシアヌレート化物等が挙げられる。これらはそれ
ぞれ単独でもしくは２種以上組み合わせて使用することができる。
【００２９】
　上記ポリオキシアルキレン変性エポキシ樹脂は、それ自体既知の方法に従い、例えば、
上記（ａ）～（ｄ）の各成分を混合し、実質的に未反応のイソシアネート基が存在しなく
なるまで反応させることにより製造することができる。
【００３０】
　上記変性エポキシ樹脂を分散安定樹脂として用いて、エポキシ樹脂（i）を水性媒体中
に乳化分散する際のその使用割合は、エポキシ樹脂（i）／変性エポキシ樹脂の質量固形
分比で５０／５０～８０／２０、好ましくは６０／４０～７５／２５の範囲内が適当であ
り、エポキシ樹脂（i）および変性エポキシ樹脂に水を加えて混合攪拌することにより、
エポキシ樹脂エマルジョンを得ることができる。
【００３１】
　主剤（I）は、上記エポキシ樹脂エマルジョンの他に、必要に応じて、エポキシエステ
ル樹脂、アルキド樹脂、ウレタン樹脂等の改質用樹脂；分散剤、消泡剤、防腐剤、フラッ
シュラスト抑制剤、増粘剤、造膜助剤等の通常の塗料用添加剤を含むことができる。
【００３２】
顔料分（II）：
　本発明のペイントにおいて使用される顔料分（II）は亜鉛末を含有する。その結果、亜
鉛末を塗膜中に含ませることができ、その結果、塗膜から基材面に亜鉛が溶出して犠牲陽
極作用を発揮し、防食性を向上させることができる。
【００３３】
　顔料分（II）の少なくとも一部を構成する亜鉛末としては、ジンクリッチペイントにお
いて通常使用されているものが同様に使用可能である。ペイント中での分散性や仕上がり
性、防食性などの点から、中でも、平均粒径が１０μ以下のものが好適である。
【００３４】
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　本発明のペイントに使用される顔料分（II）は、亜鉛末に加えて、体質顔料を含むこと
が形成塗膜の耐水性などの点から好ましい。体質顔料としては、それ自体既知のものを使
用することができ、例えば、シリカ、バリタ粉、沈降性硫酸バリウム、炭酸バリウム、炭
酸カルシウム、石膏、クレー、ホワイトカーボン、珪藻土、タルク、炭酸マグネシウム、
アルミナホワイト、グロスホワイト、タンカルなどが挙げられ、これらはそれぞれ単独で
もしくは２種以上組み合わせて使用することができる。本発明のペイントにおいて、上記
体質顔料としてタルクを使用すると、形成塗膜の耐水性を向上させることができ好適であ
る。特に、板状で、アスペクト比が５～２０の範囲内にあるものが好ましい。ここで、ア
スペクト比は、顔料の平均粒径を厚さで割った値であり、その値が大きい程、顔料が扁平
であることを意味する。
【００３５】
　顔料分（II）が体質顔料を含む場合における亜鉛末および体質顔料の配合割合は、亜鉛
末／体質顔料質量比で、通常１００／０～８０／２０、特に９５／５～８５／１５の範囲
内にあることが耐水性と防食性を両立させる上で好ましい。
【００３６】
　顔料分（II）には、さらに必要に応じて、防錆顔料および／または着色顔料を配合する
ことができる。上記防錆顔料としては、例えば、リン化鉄、ＭＩＯ、シアナミド鉛、ジン
ククロメート、リン酸亜鉛、リン酸カルシウム、メタホウ酸バリウム、モリブデン酸亜鉛
、モリブデン酸アルミニウム等が挙げられ、また、上記着色顔料としては、例えば、酸化
チタン、ベンガラ、シアニン系着色顔料、カーボンブラック、ジルコン粉末等が挙げられ
る。
【００３７】
　本発明のペイントにおける顔料分（II）の配合割合は、該ペイント中に含まれるエポキ
シ樹脂エマルジョンとアミン硬化剤（III）の固形分合計量１００質量部あたりの亜鉛末
の含有量が４００～１５００質量部、特に７００～１２００質量部、さらに特に７００～
１０００質量部の範囲内となるように調整することが望ましい。
【００３８】
　本発明のペイント中に含まれるエポキシ樹脂エマルジョンとアミン硬化剤（III）の固
形分合計量１００質量部あたりの亜鉛末含有量が４００質量部未満では亜鉛の犠牲防食作
用が不十分であり、一方、１５００質量部を超えると塗膜物性、特に付着性が低下する可
能性が高くなる。
【００３９】
アミン硬化剤（III）：
　本発明のペイントにおいては、アミン硬化剤（III）として、その成分の一部として環
状構造を有するポリアミンを含んでなるものを使用する。
【００４０】
　アミン硬化剤（III）が環状構造を有するポリアミンを含むことによって、形成塗膜の
常温における硬化性と防食性、さらに耐衝撃性が優れるという顕著な効果を発揮する。
【００４１】
　環状構造を有するポリアミンを使用することによって上記の如き効果が得られる理由は
定かではないが、塗膜形成段階において、アミノ基近傍に存在する環状構造によって亜鉛
－アミン錯体の形成が抑制され、ポリアミン中に含まれるアミノ基が主剤（I）中に含ま
れるエポキシ基と効率的に反応することができ、その結果、架橋塗膜の形成と亜鉛による
犠牲防食作用とを両立させることができると推察される。
【００４２】
　このような目的で使用される環状構造（例えば、シクロアルキル環、ベンゼン環、複素
環など）を有するポリアミンとしては、例えば、Ｎ－アミノエチルピペラジン等のピペラ
ジン類、１，３－ビスアミノエチルシクロヘキサン（１，３－ＢＡＣ）、イソホロンジア
ミン、１－シクロヘキシルアミノ－３－アミノプロパン、１，４－ジアミノシクロヘキサ
ン、ジ（アミノシクロヘキシル）メタン、１，３－ジ－（アミノシクロヘキシル）プロパ
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ン、２，４－ジアミノ－シクロヘキサンＮ，Ｎ´－ジエチル－１，４－ジアミノシクロヘ
キサン、３，３´－ジメチル－４，４´－ジアミノシクロヘキシルメタン等の脂環族ポリ
アミン；メタキシリレンジアミン、パラキシリレンジアミン等の芳香族ポリアミン等を挙
げることができる。
【００４３】
　環状構造を有するポリアミンには、上記の如きポリアミンをそれ自体既知の方法により
アミド化、マンニッヒ化もしくはエポキシアダクト化することにより得られる変性ポリア
ミン類も包含される。さらに、かかるポリアミン類または変性ポリアミン類をアクリロニ
トリルと反応させることにより得られるシアノエチル化ポリアミンを使用することもでき
る。
【００４４】
　アミン硬化剤（III）は、本発明のペイントの性能を損なわない範囲で、上記環状構造
を有するポリアミン以外のポリアミンを含んでいても差し支えないが、その場合のアミン
硬化剤（III）中の上記環状構造を有するポリアミンの含有量は、アミン硬化剤（III）の
合計固形分を基準にして、一般に少なくとも１０質量％、特に少なくとも２０質量％、さ
らに特に少なくとも３０質量％であることが好適である。
【００４５】
　アミン硬化剤（III）は、水溶性または水分散性であることが望ましく、したがって、
上記ポリアミンは、例えば、ポリオキシアルキレン変性エポキシ樹脂などを用いてポリオ
キシアルキレン変性したものであることが望ましい。
【００４６】
　上記ポリオキシアルキレン変性エポキシ樹脂は、１分子中にエポキシ基とポリオキシア
ルキレン単位を有する化合物であれば特に制限はなく、例えば、数平均分子量が４００～
２０，０００の範囲内にあるポリオキシエチレングリコール（ａ）と、水酸基およびエポ
キシ基を有する樹脂（ｂ）と、ラクトン類（ｅ）とを反応させることにより得られるもの
を使用することができる。
【００４７】
　数平均分子量が４００～２０，０００のポリオキシエチレングリコール（ａ）ならびに
水酸基およびエポキシ基を有する樹脂（ｂ）としては主剤（I）の項で述べたものが同様
に使用可能である。
【００４８】
　上記ラクトン類（ｅ）としては、例えば、γ－ブチロラクトン、δ－バレロラクトン、
ε－カプロラクトン等が挙げられる。
【００４９】
　上記（ａ）、（ｂ）および（ｅ）の３成分は、一括して反応させてもよく或いは３成分
を任意の順序で逐次反応させてもよい。反応は必要に応じて触媒としてＢＦ３－アミン錯
塩の存在下で行うこともできる。該ＢＦ３－アミン錯塩としては、例えば、ＢＦ３－ベン
ジルアミン、ＢＦ３－モノエチルアミン、ＢＦ３－トリエチルアミン、ＢＦ３－プロピル
アミン、ＢＦ３－アニリン、ＢＦ３－ジメチルアニリン等が挙げられる。
【００５０】
　上記ポリオキシアルキレン変性エポキシ樹脂を用いるポリアミンの変性は、エポキシ基
に対し、アミノ基が過剰となるような割合で行うことができ、また、得られるポリオキシ
アルキレン変性ポリアミンにさらにアクリロニトリルを反応させることによってシアノエ
チル変性してもよい。ポリアミンを変性するためのポリオキシアルキレン変性エポキシ樹
脂は、主剤（I）の項で述べたものを使用することができる。
【００５１】
　アミン硬化剤（III）には必要に応じて水を配合してもよい。その際の水の量は、アミ
ン硬化剤の粘度、ペイントの調合のし易さ、塗装作業などの観点から、ポリアミン／水質
量比で、通常１０／９０～１００／０、好ましくは３０／７０～７０／３０の範囲内が適
当である。
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【００５２】
　本発明のペイントにおけるアミン硬化剤（III）の配合割合は、塗膜の硬化性、耐水性
などの観点から、主剤（I）中に含まれるエポキシ樹脂エマルジョン中のエポキシ基１当
量に対してアミン系硬化剤の活性水素が通常０．５～５当量、特に０．６～３当量、さら
に特に０．６～１．２当量の範囲内となるような割合で用いるのが望ましい。
【００５３】
　本発明の水性エポキシ樹脂ジンクリッチペイントは２液１粉型であり、使用直前に主剤
（I）、顔料分（II）およびアミン硬化剤（III）を混合することによって容易に調製する
ことができる。
【００５４】
防食塗装方法：
　本発明の水性エポキシ樹脂ジンクリッチペイントは、乾燥膜厚で通常２０～２００μｍ
、好ましくは４０～１５０μｍの範囲内となるようにして前記の基材面に塗装することが
できる。その塗装は、それ自体既知の塗装手段、例えば、エアスプレー、エアレススプレ
ー、刷毛塗り、ローラー塗り等で行なうことができる。
【００５５】
　本発明の水性エポキシ樹脂ジンクリッチペイントは、塗装作業性や上塗り適性などに優
れているので、該ジンクリッチペイントを塗装した後、下塗り塗料、中塗り塗料および／
または上塗り塗料を塗り重ねることができる。特に、本発明の水性エポキシ樹脂ジンクリ
ッチペイント塗膜層上に水性塗料を塗り重ねることにより、オール水性塗装システムとす
ることができ、環境に対して配慮しつつ基材面の美観を長期にわたって維持することがで
きる。塗り重ねの可能な水性塗料として、水性エポキシ樹脂塗料、水性ウレタン樹脂塗料
、水性アクリル樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料、水性フッ素樹脂塗料等のそれ
自体既知の水性下塗り塗料、水性中塗り塗料または水性上塗り塗料を使用することができ
、これらは基材面の種類や塗装環境などに応じてそれぞれ単独でもしくは２種以上の塗料
を適宜組み合わせて使用することができる。
【実施例】
【００５６】
　以下、実施例、比較例を掲げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれら実
施例のみに限定されるものではない。なお、下記例中の「部」および「％」はそれぞれ「
質量部」および「質量％」を意味する。
【００５７】
エポキシ樹脂水分散物の製造
製造例１
　温度計、攪拌機および冷却管を備えたガラス製３つ口フラスコに、数平均分子量６００
０のポリエチレングリコール６００ｇ、プロピレングリコールモノメチルエーテル１３．
５ｇおよび「ＪＥＲ－８２８」（商品名、ジャパンエポキシレジン社製、ビスフェノール
Ａ型エポキシ樹脂、エポキシ当量１９０）３８０ｇを加え、１００℃で攪拌混合し均一に
なった後、トリレンジイソシアネート５２．２ｇを加え、２時間反応させた後、１２０℃
に昇温し、さらに４時間反応させた。そして、イソシアネート価が０．５以下になったこ
とを確認し、プロピレングリコールモノメチルエーテル１１７ｇを加えて希釈して分散安
定樹脂とした。この分散安定樹脂固形分３５部に対して「ＪＥＲ－８２８」（商品名、ジ
ャパンエポキシレジン製、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、エポキシ当量１９０）６５
部を加え、攪拌機で攪拌しながら水を１００部加え、エポキシ樹脂水分散物（I－１）を
得た。
【００５８】
製造例２
　製造例１において、プロピレングリコールモノメチルエーテルの代わりにメチルエチル
ケトキシム１３．１ｇを用いた以外は製造例１と同様にして反応を行い、エポキシ樹脂水
分散物（I－２）を得た。
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自己乳化型アミン硬化剤の製造
製造例３
　温度計、攪拌機および冷却管を備えたガラス製３つ口フラスコに、メタキシリレンジア
ミン１４０ｇ、エポキシ基含有化合物（注）２１０ｇおよび「ＪＥＲ－８２８」（商品名
、ジャパンエポキシレジン製、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、エポキシ等量１９０）
１０ｇを加え、９０℃、２時間反応させ、水９０ｇ加えて活性水素当量１２０の自己乳化
型アミン硬化剤（II－１）を得た。
【００６０】
（注）エポキシ基含有化合物：　温度計、攪拌機および冷却管を備えたガラス製３つ口フ
ラスコに、分子量２０００のポリエチレングリコール２０００ｇ、ε－カプロラクトン２
２８ｇおよび「ＪＥＲ－８２８」（商品名、ジャパンエポキシレジン製、ビスフェノール
Ａ型エポキシ樹脂、エポキシ当量１９０）１９００ｇを加え８０℃、２時間反応させた後
、３フッ化ホウ素モノエチルアミン錯塩６．７ｇを加え、１４０℃、４時間反応させるこ
とにより得た。生成物のエポキシ当量は４８０であった。
【００６１】
製造例４
　製造例３において、メタキシリレンジアミンの代わりにイソホロンジアミン１４０ｇを
用いる以外は製造例３と同様にして、活性水素当量１２５の自己乳化型アミン硬化剤（II
－２）を得た。
【００６２】
製造例５
　製造例３において、メタキシリレンジアミンの代わりに１，３－ビスアミノエチルシク
ロヘキサン１４０ｇを用いる以外は製造例３と同様にして、活性水素当量１２５の自己乳
化型アミン硬化剤（II－３）を得た。
【００６３】
水性エポキシ樹脂ジンクリッチペイントの塗装
実施例１～７および比較例１～３
　新しい黒皮鋼板をサンドブラスト処理にてＩＳＯ　Ｓａ２．５まで処理したサンドブラ
スト鋼板を基材面とし、下記表１に示す組み合わせでエポキシ樹脂水分散物、アミン硬化
剤および粉成分（単位：質量部）を混合して得た組成物（Ａ－１）～（Ａ－１０）を、乾
燥膜厚が６０～８０μｍになるようにエアースプレーで塗布し、２３℃、５０％相対湿度
の条件で７日間乾燥し、試験塗板を得、下記の評価試験に供した。その結果を表１に示す
。
【００６４】
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【表１】

【００６５】
（注１）亜鉛末：平均粒子径　４μｍ
（注２）タルク：アスペクト比　１０
（＊１）防食性：　ＪＩＳ　Ｚ２３７１塩水噴霧試験に準じて、塩水噴霧に１０００時間
曝した後の試験塗板に生じたサビ、フクレの発生程度を下記の基準で評価した。
　　◎：サビ、フクレなどの異常が無い、
　　○：サビ、フクレが少し発生、
　　×：サビ、フクレが著しく発生。
（＊２）硬化性：　試験塗板から塗膜を一定量はがし取り、このものをテトラヒドロフラ
ン溶剤に浸漬して、２０℃、２４時間放置後、（浸漬後の塗膜の質量／浸漬前の塗膜の質
量）×１００の計算式を用いてゲル分率を求め、下記の基準で表示する。
　　◎：ゲル分率７０％以上、
　　○：ゲル分率５０以上で且つ７０％未満、
　　×：ゲル分率５０％未満。
（＊３）耐衝撃性：　得られた試験塗板について、ＪＩＳ　Ｋ－５６００－５－３の６（
２００６）デュポン式耐衝撃性試験に準じて、落錘質量５００ｇ、撃心の尖端直径１／２
インチの条件で試験を行い、塗膜に損傷を生じない最大落錘高さ（ｃｍ）を表示する。な
お、５０ｃｍを最大値とする。
【００６６】
オール水性塗装システム仕様
実施例８～１４および比較例４～６
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　新しい黒皮鋼板をサンドブラスト処理にてＩＳＯ　Ｓａ２．５まで処理したサンドブラ
スト鋼板を基材面とし、表１に記載の組成物（Ａ－１）～（Ａ－１１）を乾燥膜厚が６０
～８０μｍになるようにエアースプレーで塗布し、２３℃、５０％相対湿度の条件で１日
間乾燥した後、その塗面上に、水性エポキシ樹脂下塗塗料（アクアエポテクト下塗、関西
ペイント社製、商品名）を乾燥膜厚が６０μｍになるようにエアースプレーで塗装し、２
３℃、５０％相対湿度の条件で１日間乾燥した後、その塗面上に、水性エポキシ樹脂中塗
塗料（アクアエポテクト中塗、関西ペイント社製、商品名）を乾燥膜厚が３０μｍになる
ようにエアースプレーで塗装し、２３℃、５０％相対湿度の条件で１日間乾燥した後、さ
らにその塗面上に、水性ポリウレタン樹脂塗料（アクアエポテクト上塗、関西ペイント社
製、商品名）を乾燥膜厚が３０μｍになるようにエアースプレーで塗装し、２３℃、５０
％相対湿度の条件で７日間乾燥し、オール水性塗装システム用の試験塗板を作製した。
【００６７】
　上記試験塗板について、防食性試験および付着性試験に供した。その結果を下記表２に
示す。
【００６８】
【表２】

【００６９】
（＊４）防食性：　ＪＩＳ　Ｚ２３７１塩水噴霧試験に準じて、塩水噴霧に２０００時間
曝した後の試験塗板に生じたサビ、フクレの発生程度について下記の基準で評価した。
　　◎：サビ、フクレなどの異常が無い、
　　○：サビ、フクレが少し発生、
　　×：サビ、フクレが著しく発生。
（＊５）付着性：　試験塗板を２０℃の水中に７日間浸漬した後引上げ、ＪＩＳ　Ｋ５６
００－５．６（２００６）クロスカット法に準じて３ｍｍ×３ｍｍの升目を２５個作成し
、その表面に粘着テープを貼付し、急激に剥した後の塗面の残った碁盤目塗膜の個数を記
録し、下記の基準で表示する。
　　◎：　２５個、
　　○：　２０～２４個、
　　×：　１９個以下。
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